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ニ
ュ
ー
ス

募
　
　
集

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ　

将
棋
サ
ロ
ン
５
月
の
予
定

　

伊
野
公
民
館
で
は
、
月
２
回
程
度

将
棋
サ
ロ
ン
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時

　

５
月
12
日
（
土
）
、
26
日
（
土
）

　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

▼
場
所

　

伊
野
公
民
館
１
階
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
コ
ー
ナ
ー

▼
そ
の
他

　

事
前
の
申
し
込
み
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
将
棋
盤
と
駒
を
用
意
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
子
ど
も
さ
ん

か
ら
大
人
ま
で
ど
な
た
で
も
お
気

軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
係

☎
８
９
３-

１
９
２
２

お
知
ら
せ　

平
成
30
年
工
業
統
計
調
査
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

工
業
統
計
調
査
は
、
我
が
国
に

お
け
る
工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
重
要
な

調
査
で
す
。

　

従
業
者
４
人
以
上
の
全
て
の
製

造
事
業
所
を
対
象
に
６
月
１
日
時

点
で
実
施
し
ま
す
。

　

ご
記
入
い
た
だ
い
た
内
容
は
、

中
小
企
業
施
策
や
地
域
振
興
な
ど
、

国
及
び
地
域
行
政
施
策
の
た
め
の

基
礎
資
料
と
し
て
利
活
用
さ
れ
ま

す
。
統
計
作
成
の
目
的
以
外
（
税

の
資
料
な
ど
）
に
使
用
す
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

総
合
政
策
課☎

８
９
３-

１
１
１
２

お
知
ら
せ　

無
料
法
律
相
談
会
の
開
催
に

つ
い
て

　

５
月
１
日
か
ら
始
ま
る
憲
法
週

間
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、
左
記

の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
会
を
開

催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日

　

５
月
８
日
（
火
）

（
受
付
）
12
時
30
分
～
15
時

（
相
談
）
13
時
～
17
時

▼
場
所

　

高
知
共
済
会
館

　

C
O

M
M

U
N

IT
Y

 SQ
U

A
R

E 

３
階

　

高
知
市
本
町
５-

３-

20

▼
共
催
機
関

　

高
知
弁
護
士
会
、
高
知
地
方
検

察
庁
、
高
知
地
方
法
務
局
、
高
知

地
方
・
家
庭
裁
判
所

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係

☎
０
８
８-

８
２
２-

０
５
７
６

お
知
ら
せ　

「
く
ら
し
の
悩
み
ご
と
相
談
所
」

を
開
設
し
ま
す

　

高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
人
権

擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
高
知
よ

さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎
に
て
、
弁

護
士
・
司
法
書
士
資
格
を
有
す
る

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
「
く
ら
し

の
悩
み
ご
と
相
談
所
」
を
開
催
し

ま
す
。

▼
日
時

　

６
月
１
日
（
金
）　

　

10
時
～
12
時
、
13
時
～
16
時

※
相
談
受
付
は
15
時
30
分
ま
で

▼
会
場

　

高
知
よ
さ
こ
い
咲
都

　

合
同
庁
舎
７
階

　

高
知
市
栄
田
町
２-

２-

10

▼
相
談
担
当
者

　

弁
護
士
・
司
法
書
士
資
格
を
有

す
る
人
権
擁
護
委
員

▼
相
談
内
容

　

差
別
待
遇
、
暴
行
・
虐
待
、
い

じ
め
、
Ｄ
Ｖ
等
、
家
庭
及
び
近
隣

関
係
等
に
お
け
る
法
律
・
人
権
問

題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談

▼
そ
の
他

　

相
談
は
無
料
、
予
約
制
で
す
。

　

相
談
内
容
の
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
８
８--

８
２
２-

３
５
０
３

障 談者 に害 会相 つ い て
　知的障害者相談員・精神障害者相談員による交流・相談会を開催しています。
　生活相談も行っていますので、お気軽にお越しください。
※身体障害者相談員へのご相談は各相談員へご連絡ください。

▼ 相 談 日　第２月曜日

▼ 相談時間　13：30～15：30

▼ 場　　所　あったかふれあいセンター（すこやかセンター伊野内）

　町が委嘱した相談員が、自らの経験をいかして障害のある人やその家族の相談に応じています。
お気軽にご相談ください。

　　　 障害者相談員について 　　　

名　　称 氏　　名 住　　　　所 電話番号

身体障害者相談員

片岡　卓宏 いの町4207 892−0008
深見　三男 いの町415−3 893−3669
隅田　清明 いの町上八川甲1819−1 867−2567

窪添ケサミ いの町小川東津賀才238−1
リバーサイド津賀才203 867−2563

知的障害者相談員 土居佐代子 いの町1747 892−0877
精神障害者相談員 筒井　周子 いの町旭町85 892−3177


